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判
例
研
究

少
年
事
件
に
お
け
る
抗
告
審
後
の
受
差
戻
審
で
あ
る
家
裁
の

事
実
取
調
に
つ
い
て

｜
｜
最
三
小
決
平
二
〇
年
七
月
一
一
日
（
刑
集
六
二
巻
七
号
一
九
二
七
頁
、
判
時
二
〇
二
一
号
一
五
七
頁

い
わ
ゆ
る
「
大
阪
地
裁
所
長
襲
撃
事
件
」）
｜
｜

飯

野

海

彦

Ⅰ

事
実
の
概
要

当
時
一
四
歳
の
少
年
が
、
Ａ
（
当
時
二
九
歳
）、
Ｂ
（
当
時
二
六
歳
）

の
成
人
二
名
と
Ｃ
（
当
時
一
六
歳
）、
Ｄ
（
当
時
一
三
歳
）
の
少
年
二
名

と
共
謀
し
て
、
徒
歩
で
帰
宅
途
中
の
被
害
者
Ｅ
に
Ｄ
が
後
方
か
ら
体
当

た
り
し
て
路
上
に
転
倒
さ
せ
る
暴
行
を
加
え
、
Ｅ
の
周
り
を
共
犯
者
全

員
で
取
り
囲
ん
で
脅
迫
し
て
反
抗
を
抑
圧
し
、
現
金
を
奪
取
す
る
と
と

も
に
、
骨
盤
骨
折
の
重
傷
を
負
わ
せ
た
と
さ
れ
る
強
盗
傷
害
保
護
事
件

で
あ
る
。

本
件
の
送
致
を
受
け
た
大
阪
家
裁
は
、
合
議
・
検
察
官
関
与
の
審
判

で
、
少
年
及
び
Ｃ
、
Ｄ
の
自
白
の
信
用
性
を
認
め
て
送
致
事
実
と
同
旨

の
事
実
を
認
定
し
、
少
年
を
中
等
少
年
院
送
致
（
一
般
短
期
処
遇
）
と

す
る
決
定
を
し
た（
第
一
次
家
裁
決
定
）。
こ
れ
に
対
し
少
年
の
付
添
人

が
抗
告
を
申
立
て
、
大
阪
高
裁
は
検
察
官
関
与
決
定
を
し
て
事
実
の
取

調
べ
を
行
っ
た
上
、
防
犯
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
撮
影
さ
れ
た
映
像
の
画
質

等
が
良
好
で
な
く
証
拠
価
値
が
低
い
上
、
映
像
中
の
実
行
犯
と
考
え
ら
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れ
る
四
名
の
中
に
Ｂ
の
よ
う
な
明
ら
か
に
大
柄
な
人
物
が
居
る
と
み
る

こ
と
に
は
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
こ
と
、
Ｄ
と
そ
の
女
友
達
と
の
間
で

交
わ
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
の
内
容
等
に
よ
れ
ば
、
Ｄ
に
ア
リ
バ
イ
が
成

立
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
少
年
ら
の
自
白
に
は
い
ず
れ
も
重
大
な

変
遷
が
あ
っ
て
信
用
性
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
事
件

を
大
阪
家
裁
に
差
し
戻
し
た
（
第
一
次
抗
告
審
）。

受
差
戻
審
は
、
合
議
・
検
察
官
関
与
決
定
を
し
、
検
察
官
は
、
身
長

体
格
に
差
が
あ
っ
て
も
、
画
像
上
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
よ
う
に
見
え
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
趣
旨
で
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
及
び
少
年
と
身
長
体
重

の
類
似
す
る
警
察
官
四
名
に
犯
行
現
場
付
近
を
走
ら
せ
た
姿
を
前
記
防

犯
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
映
像
を
収
録
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
取
調
や
少

年
ら
の
取
調
警
察
官
五
名
の
証
人
尋
問
を
申
し
出
た
も
の
の
、
大
阪
家

裁
は
い
ず
れ
も
必
要
性
が
な
い
と
し
て
証
拠
調
を
せ
ず
に
少
年
に
対
し

非
行
事
実
な
し
の
不
処
分
決
定
を
し
た
（
第
二
次
家
裁
決
定
）。

こ
れ
に
対
し
検
察
官
が
抗
告
受
理
を
申
立
て
、
大
阪
高
裁
は
受
理
し

た
も
の
の
、
検
察
官
関
与
決
定
は
せ
ず
、
検
察
官
申
出
の
証
拠
を
取
り

調
べ
れ
ば
第
一
次
抗
告
審
決
定
の
結
論
が
覆
る
蓋
然
性
を
否
定
で
き

ず
、
受
差
戻
審
の
審
判
手
続
に
は
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
令
違
反
が

あ
る
と
し
て
、
第
二
次
家
裁
決
定
を
取
り
消
し
た
（
第
二
次
抗
告
審
決

定
）。

少
年
側
の
再
抗
告
に
対
す
る
判
断
が
本
決
定
で
あ
る
。

Ⅱ

決
定
要
旨

再
抗
告
の
趣
意
は
、
少
年
法
三
五
条
に
い
う
抗
告
理
由
に
当
ら
な
い

と
し
た
上
で
、
少
年
の
再
抗
告
事
件
に
お
い
て
、
原
決
定
に
少
年
法
三

五
条
一
項
所
定
の
事
由
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
同
法
三
二
条
所

定
の
事
由
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
職
権
に
よ
り
原
決
定
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
（
最
三
小
決
昭
和
五
八
年
九
月
五
日
・
刑
集
三

七
・
七
・
九
〇
一
）
と
し
て
職
権
で
原
決
定
の
当
否
を
判
断
し
た
。
第

一
次
抗
告
審
決
定
は
、
第
一
次
家
裁
決
定
が
非
行
事
実
認
定
の
主
た
る

証
拠
と
し
た
少
年
の
自
白
、
Ｃ
の
自
白
及
び
Ｄ
の
自
白
の
信
用
性
を
い

ず
れ
も
否
定
し
、
同
決
定
に
は
重
大
な
事
実
の
誤
認
の
疑
い
が
あ
る
と

し
て
、
こ
れ
を
取
り
消
し
た
も
の
で
あ
り
、
受
差
戻
審
に
更
な
る
証
拠

調
べ
を
求
め
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
第
一
次
抗
告
審
決
定
は
、

被
害
者
の
供
述
を
も
根
拠
と
し
て
、
実
行
犯
の
中
に
Ｂ
の
よ
う
に
明
ら

か
に
大
柄
な
人
物
が
い
る
と
み
る
こ
と
に
は
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
と

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
決
定
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
Ｄ
に
ア
リ
バ

イ
が
成
立
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
な
ど
種
々
の
点
を
指
摘
し
て
上
記

各
自
白
の
信
用
性
に
疑
問
が
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
一
次

資 料
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審
判
に
お
い
て
、
少
年
の
取
調
べ
警
察
官
の
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
、
同

警
察
官
及
び
Ｃ
の
取
調
警
察
官
の
証
人
尋
問
調
書
（
Ａ
及
び
Ｂ
の
一
審

公
判
に
お
け
る
も
の
）
も
取
調
済
み
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
一
次
抗
告
審

に
お
い
て
は
、
検
察
官
が
本
件
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
取
調
を
申
し
出
た
の
と
同
一

の
趣
旨
で
提
出
し
た
本
件
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
映
像
を
写
真
化
し
た
証
拠
及
び
こ

れ
を
説
明
し
た
鑑
識
課
警
察
官
の
供
述
調
書
が
取
り
調
べ
ら
れ
て
い
た

こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
る
と
、
第
二
次
抗
告
審
決
定
が
い
う
よ
う
に
、

本
件
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
を
取
り
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
次
抗
告
審
決
定

の
結
論
が
覆
る
蓋
然
性
が
あ
っ
た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。以
上
に
加
え
、

本
件
の
審
理
経
過
や
早
期
、
迅
速
な
処
理
が
要
請
さ
れ
る
少
年
保
護
事

件
の
特
質
を
も
考
慮
す
る
と
、
第
一
次
抗
告
審
決
定
を
受
け
た
受
差
戻

審
が
、
検
察
官
が
取
調
を
申
し
出
た
本
件
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
を
取
り
調
べ
な

か
っ
た
措
置
は
、合
理
的
な
裁
量
の
範
囲
内
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る（
最

一
小
決
昭
和
五
八
年
一
〇
月
二
六
日
・
刑
集
三
七
・
八
・
一
二
六
〇
）。

そ
し
て
、
受
差
戻
審
は
、
新
た
な
証
拠
調
を
行
わ
な
い
以
上
、
第
一
次

抗
告
審
決
定
が
示
し
た
消
極
的
否
定
的
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
か
ら
（
最
二
小
判
昭
和
四
三
年
一
〇
月
二
五
日
・
刑
集
二
二
・
一
一
・

九
六
一
）、
そ
の
旨
判
示
し
、
非
行
な
し
と
し
て
少
年
を
保
護
処
分
に
付

さ
な
か
っ
た
第
二
次
家
裁
決
定
に
法
令
違
反
は
認
め
ら
れ
な
い
。

田
原
睦
夫
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
あ
る
。

Ⅲ

評
釈

一
、
は
じ
め
に
｜

判
例
の
位
置
づ
け

少
年
保
護
手
続
に
お
け
る
非
行
事
実
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
少
年
法

一
四
条
〜
一
六
条
、
少
年
審
判
規
則
一
二
・
一
九
・
一
九
条
の
二
以
外

に
証
拠
調
に
関
す
る
規
定
が
な
く
、
非
対
審
的
な
手
続
構
造
を
有
す
る

職
権
主
義
・
非
公
開
主
義
・
非
形
式
主
義
で
あ
り
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
的

機
能
を
重
視
さ
れ
る
審
判
手
続
に
お
い
て
は
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
よ

う
な
厳
格
な
証
拠
法
則
は
必
要
が
な
く
、
証
拠
調
の
範
囲
、
方
法
等
に

つ
い
て
は
、
あ
げ
て
家
裁
の
合
目
的
的
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も

の
と
い
う
考
え
方
が
立
法
当
初
に
お
い
て
は
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
わ

１
）

れ
る
。
あ
る
い
は
、
旧
少
年
法
下
の
少
年
審
判
所
で
送
致
事
実
が
争
わ

れ
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
、
立
法
担
当
者
に
、
非
行
事
実

の
認
定
に
関
す
る
観
点
の
切
実
な
問
題
意
識
が
欠
け
て
い
た
と
の
指
摘

も

２
）

あ
る
。
昭
和
五
八
年
一
〇
月
二
六
日
、
最
高
裁
が
本
決
定
も
引
用
す

る
流
山
事
件
決
定
に
お
い
て
「
少
年
保
護
事
件
に
お
け
る
非
行
事
実
の

認
定
に
関
す
る
証
拠
調
の
範
囲
、
限
度
、
方
法
の
決
定
は
、
家
庭
裁
判

所
の
完
全
な
自
由
裁
量
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
合
理
的
裁
量

に
委
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
証
拠
調
に
関
す
る
家
裁
の
裁

量
は
合
理
的
な

束
裁
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
趣
旨
を
明
ら
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か
に
す
る
に
至
り
、
こ
れ
を
契
機
に
、
健
全
育
成
の
た
め
に
非
形
式
主

義
が
取
ら
れ
て
い
る
長
所
を
損
な
わ
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
適
正
手

続
を
少
年
に
実
質
的
に
保
障
す
る
よ
う
に
心
掛
け
る
べ
く
事
件
処
理
要

領
が
策
定
さ
れ
て

３
）

き
た
。

平
成
一
二
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
検
察
官
及
び
付
添
人
の
関
与
が
規

定
さ
れ
（
法
二
二
条
の
二
・
二
二
条
の
三
）、
少
年
審
判
が
一
部
「
対
審

構
造
化
」
す
る
と
と
も
に
、
少
年
審
判
の
運
営
に
関
す
る
規
定
（
法
二

二
条
三
項
、
規
則
二
九
条
の
二
〜
二
九
条
の
五
、
三
〇
条
の
四
〜
三
〇

条
の
一
〇
）
や
抗
告
審
の
手
続
規
定
（
法
三
二
条
の
二
〜
三
二
条
の
六
、

規
則
四
五
条
の
二
・
四
六
条
の
二
〜
四
六
条
の
五
等
）
が
整
備
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
や
運
用
の
原
則
は
な
お
解
釈
・
運
用
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
と

４
）

こ
ろ
、
少
年
抗
告
審

に
お
け
る
非
行
事
実
認
定
に
関
す
る
事
実
の
取
調
に
つ
い
て
も
、
最
一

小
決
平
成
一
七
年
三
月
三

５
）

〇
日
に
お
い
て
流
山
事
件
決
定
の
趣
旨
が
妥

当
す
る
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
抗
告
審
後
の
受
差
戻
審
に
よ
る
証
拠
調
に
つ
い
て
の
、
合

理
的
裁
量
の
範
囲
に
つ
い
て
判
断
が
な
さ
れ
た
の
が
本
決
定
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
決
定
は
、
昭
和
四
三
年
一
〇
月
二
五
日
の
八
海
事
件
第

三
次
上
告
審
判
決
を
引
用
し
て
、
第
一
次
抗
告
審
の
受
差
戻
審
に
対
す

る
拘
束
力
は
、
破
棄
判
決
の
拘
束
力
と
同
様
に
第
一
次
抗
告
審
が
示
し

た
消
極
的
否
定
的
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ

る
。二

、
職
権
証
拠
調
義
務
の
有
無
と
範
囲

⑴

流
山
事
件
決
定
に
お
い
て
は
、
非
行
事
実
の
不
存
在
へ
向
け
て
の

証
拠
調
義
務
の
有
無
が
問
題
と
な
り
、
こ
れ
を
契
機
に
い
か
な
る
場
合

に
職
権
証
拠
調
義
務
が
生
じ
る
の
か
が
議
論
さ
れ
た
。

①
少
年
が
非
行
事
実
を
否
認
し
、
そ
の
成
否
を
左
右
す
る
よ
う
な
重

要
な
供
述
調
書
の
内
容
を
争
い
、
原
供
述
者
を
裁
判
所
が
直
接
取
り
調

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
行
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
合
理
的
疑
い
を
入
れ

る
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
や
、
②
非
行
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
一

応
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
確
信
に
到
達
し
て
い
る
も
の
の
、
少
年
の

弁
解
の
裏
付
け
と
な
る
可
能
性
を
持
っ
た
証
拠
が
新
た
に
発
見
さ
れ
、

こ
れ
を
取
り
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
理
的
な
疑
い
を
入
れ
る
に
至
る

可
能
性
が
あ
る

６
）

場
合
の
ほ
か
、
③
少
年
の
自
白
の
任
意
性
や
証
拠
物
押

収
手
続
の
適
法
性
に
疑
問
が
あ
っ
て
、
証
拠
排
除
の
必
要
が
疑
わ
れ
、

場
合
に
よ
り
非
行
事
実
を
認
定
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
な

ど
に
裁
判
所
は
証
拠
調
の
義
務
を
負
う
も
の
と
さ

７
）

れ
た
。

流
山
事
件
決
定
が
、
少
年
の
保
護
事
件
に
お
け
る
非
行
事
実
の
認
定

に
関
す
る
証
拠
調
の
範
囲
、
限
度
、
方
法
の
決
定
が
、
家
裁
の
合
理
的
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裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
説
示
し
て
い
る
ゆ
え
、
証
拠
調
に
関
す
る

家
裁
の
裁
量
が
適
切
に
行
使
さ
れ
ず
、
一
定
の
限
度
を
逸
脱
す
る
と
き

は
法
令
違
反
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
少
年
の
人
権
保
障
及
び
教
育
的

な
配
慮
の
見
地
か
ら
、
非
行
事
実
の
不
存
在
に
向
け
て
の
職
権
証
拠
調

が
家
裁
の
義
務
と
な
る
場
合
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
い
う
の
で

８
）

あ
る
。

た
だ
、
家
裁
が
証
拠
調
に
関
す
る
合
理
的
裁
量
を
逸
脱
し
た
違
法
が

あ
っ
た
場
合
は
、
少
年
法
三
二
条
所
定
の
抗
告
理
由
で
あ
る
法
令
の
違

反
と
し
て
保
護
処
分
決
定
取
消
の
原
因
と
な
り
え
る
も
の
の
、
そ
の
た

め
に
は
、「
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
」も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
年

審
判
に
お
い
て
は
手
続
の
適
正
は
保
護
の
適
正
に
道
を
譲
る
べ
き
で
あ

り
、
抗
告
審
に
お
け
る
自
判
の
制
度
を
持
た
な
い
少
年
審
判
で
は
、
そ

れ
は
保
護
処
分
の
主
文
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
い
い
、
保
護
処
分
の

主
文
は
変
わ
ら
ず
、
一
部
の
非
行
事
実
に
つ
い
て
不
処
分
の
主
文
を
加

え
る
べ
き
場
合
や
、
原
決
定
の
理
由
の
重
大
な
部
分
を
変
更
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
を
含
ま
な
い
と
解
す
べ
き
で
、
合
理
的
裁
量
逸
脱
の
違
法

を
理
由
に
原
決
定
が
取
り
消
さ
れ
る
場
合
は
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
に

な
ろ
う
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て

９
）

お
く
。

⑵

一
方
、
流
山
事
件
決
定
は
、
非
行
事
実
の
存
在
に
向
け
た
職
権
証

拠
調
の
可
否
及
び
義
務
が
あ
る
と
す
る
議
論
に
道
を
拓
く
こ
と
に
も

な
っ
た
と
い
わ
れ
て

10
）

い
る
。
本
決
定
で
は
、
ま
さ
に
非
行
事
実
の
存
在

に
向
け
て
検
察
官
が
取
調
を
申
し
出
た
証
拠
の
取
調
義
務
が
争
点
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

少
年
に
不
利
な
証
拠
に
つ
い
て
の
職
権
証
拠
調
義
務
を
否
定
す
る
見

解
は
、
司
法
機
関
の
中
立
性
、
少
年
法
四
一
条
、
四
二
条
に
、
捜
査
機

関
は
、「
少
年
の
被
疑
事
件
に
つ
い
て
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
」「
犯
罪
の

嫌
疑
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
」
は
家
裁
に
事
件
を
送
致
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
あ
る
こ
と
、国
選
付
添
人
制
度
の
不
存
在
な
ど
を
理
由
に
、

家
裁
は
原
則
と
し
て
、
み
ず
か
ら
少
年
に
不
利
な
証
拠
を
収
集
し
、
証

拠
調
す
る
義
務
は
な
い
と

11
）

す
る
。
ま
た
、
家
裁
が
少
年
に
不
利
な
方
向

の
証
拠
調
義
務
に
違
反
し
て
非
行
事
実
が
認
定
さ
れ
な
く
と
も
、
か
つ

て
抗
告
権
者
が
少
年
側
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
の
義

務
を
否
定
す
る
見
解
も
存

12
）

し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
非
行
事
実
の
存
在
へ
向
け
て
の
証
拠
調
義
務
を
肯
定

す
る
見
解
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
裁
判
所
は
、
司
法
機
関
と
し
て

の
公
正
さ
を
害
さ
な
い
範
囲
で
、
つ
ま
り
裁
判
所
が
捜
査
機
関
に
代

わ
っ
て
、
少
年
の
非
行
事
実
を
裏
付
け
る
証
拠
を
探
索
、
渉
猟
す
る
こ

と
は
適
切
で
な
い
も
の
の
、
少
年
に
有
利
・
不
利
問
わ
ず
必
要
な
証
拠

を
取
調
る
べ
き
で
あ
る
。
少
年
の
健
全
育
成
を
目
指
す
少
年
審
判
手
続

（
法
一
条
）に
お
い
て
は
、
非
行
の
な
い
少
年
を
誤
っ
て
保
護
処
分
に
付

す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
時
に
、
非
行
が
あ
り
、
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要
保
護
性
の
あ
る
少
年
に
対
し
、
行
う
べ
き
証
拠
調
を
怠
っ
て
容
易
に

非
行
な
し
不
処
分
、
不
開
始
の
決
定
を
す
る
な
ら
ば
、
少
年
か
ら
更
生

の
機
会
を
奪
い
、
少
年
の
健
全
育
成
に
も
悖
り
、
少
年
審
判
制
度
に
対

す
る
社
会
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
に

13
）

な
る
。
ま
た
、
裁
判
所
の
中
立
性

と
い
っ
て
も
、職
権
主
義
的
審
判
構
造
を
と
る
少
年
審
判
に
お
い
て
は
、

当
事
者
主
義
を
採
る
刑
事
訴
訟
と
同
一
に
は
論
じ
え
ず
、
少
年
に
不
利

に
も
有
利
に
も
偏
る
こ
と
な
く
、
非
行
事
実
の
存
在
・
不
存
在
い
ず
れ

に
つ
い
て
も
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
司
法
機
関

と
し
て
公
正
な
判
断
者
た
る
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
で

14
）

あ
る
。
法
四
一
・
四
二
条
の
文
言
も
、
送
致
後
に
少
年
が
新
た
な
弁
解

を
し
た
場
合
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
弁
解
に
対
す
る
反
対
証
拠
の
取
調
を

否
定
す
る
根
拠
に
な
ら
な

15
）

い
し
、
こ
れ
ら
の
条
文
が
、
審
判
は
、
捜
査

機
関
か
ら
の
嫌
疑
の
継
承
と
そ
の
発
展
に
よ
る
事
案
の
真
相
を
発
見
す

る
の
で
は
な
く
、
捜
査
の
結
果
に
対
す
る
批
判
的
な
判
断
か
ら
出
発
す

る
と
い
う
性
質
を
意
識
す
る
こ
と
こ
そ
、
糾
問
的
構
造
か
ら
脱
却
す
る

裁
判
所
の
「
公
平
」
な
い
し
「
公
正
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
し

16
）

て
も
、
そ
の
こ
と
は
家
裁
が
非
行
事
実
の
存
在
に
向
け
た
証
拠
調
義
務

を
負
う
こ
と
と
は
矛
盾
せ
ず
、
非
行
事
実
認
定
へ
向
け
て
捜
査
機
関
が

見
落
と
し
て
い
た
証
拠
を
取
調
る
こ
と
も
ま
た
捜
査
結
果
を
批
判
的
に

吟
味
す
る
こ
と
と
解
し

17
）

う
る
。
或
い
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
は
、
検
察
官

及
び
司
法
警
察
職
員
の
事
件
送
致
権
限
と
そ
の
要
件
を
定
め
た
も
の
で

あ
っ
て
、
家
裁
の
職
権
の
範
囲
を
画
す
規
定
で
は

18
）

な
い
。

更
に
、
本
件
の
よ
う
な
検
察
官
関
与
が
な
さ
れ
た
事
件
に
関
す
る
限

り
、
非
行
事
実
存
在
へ
向
け
て
の
証
拠
を
職
権
で
取
調
る
こ
と
を
否
定

す
る
見
解
は
取
り
え
な
い
と
い
う
見
解
も
存
す
る
。
平
成
一
二
年
改
正

に
よ
り
検
察
官
が
一
部
の
事
件
に
つ
い
て
関
与
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

（
二
二
条
の
二
）、
検
察
官
が
非
行
事
実
の
認
定
に
資
す
る
た
め
に
証
拠

調
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
規
則
三
〇
条
の

七
）。
検
察
官
は
、
非
行
事
実
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
負
う
当
事
者
と
し

て
で
は
な
く
、
事
実
認
定
適
正
化
の
た
め
の
審
判
の
協
力
者
と
し
て
関

与
す
る
も
の
の
、
検
察
官
関
与
事
件
で
は
、
必
ず
弁
護
士
で
あ
る
付
添

人
が
付
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば（
法
二
二
条
の
三
）、
関
与
検
察
官
に

求
め
ら
れ
る
協
力
と
は
、
主
に
非
行
事
実
存
在
へ
向
け
て
の
も
の
と
解

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
則
三
〇
条
の
七
の
申
出
の
対
象
と
な
る
証

拠
は
、
非
行
事
実
存
在
に
向
け
て
の
証
拠
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
に
な

る
と
思
わ
れ
、
検
察
官
の
証
拠
の
申
出
に
応
じ
る
か
否
か
は
裁
判
所
の

裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
規
則
三
〇
条
の
七
は
、
裁
判
所

が
、
非
行
事
実
存
在
へ
向
け
て
の
証
拠
を
職
権
で
採
用
す
る
こ
と
を
前

提
と
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と

19
）

い
う
。

ま
た
、
早
良
事
件
に
つ
い
て
の
最
一
小
決
平
成
二
年
一
〇
月
二

20
）

四
日
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が
、
家
庭
裁
判
所
が
捜
査
機
関
に
対
し
補
充
捜
査
を
促
し
、
ま
た
は
こ

れ
を
求
め
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
に
少
年

に
有
利
不
利
を
問
わ
ず
職
権
証
拠
調
を
認
め
る
こ
と
が
同
決
定
の
前
提

と
解
さ
れ
た
た
め
、
非
行
事
実
認
定
方
向
で
裁
判
所
の
職
権
証
拠
調
義

務
を
認
め
る
積
極
説
が
多
数
を
占
め
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
が
積
極
的
に
少
年
に
不
利
な
証
拠
を
収
集
す

る
こ
と
を
認
め
る
際
は
、
国
選
付
添
人
が
例
外
的
に
し
か
認
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
裁
判
所
の
一
方
的
な
証
拠
に
よ
り
非
行
事
実
が

認
定
さ
れ
る
危
険
が
あ
り
、
少
年
審
判
手
続
の
採
る
糾
問
主
義
の
欠
点

を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
は
訴
追
機
能
を
担
わ
ず
、
権
利
擁
護

機
能
の
み
を
担
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
新
た
な
消
極
説
も
主
張
さ
れ
て

21
）

い
る
。

裁
判
所
が
少
年
に
不
利
な
証
拠
の
取
調
べ
に
積
極
的
と
な
る
と
、
事

実
認
定
自
体
が
ゆ
が
む
危
険
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
所
の

態
度
が
、
少
年
や
保
護
者
に
対
し
、
裁
判
所
の
公
平
・
公
正
さ
に
対
し

て
不
審
を
抱
か
せ
る
可
能
性
が
あ
る
ゆ
え
、
消
極
説
の
考
え
方
に
は
汲

む
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
殊
に
、
検
察
官
関
与
決
定
が
さ
れ
た
事
件
に

お
い
て
、
裁
判
所
ま
で
が
少
年
に
不
利
な
証
拠
の
取
調
べ
に
積
極
的
な

姿
勢
を
見
せ
る
な
ら
ば
、必
ず
弁
護
士
た
る
付
添
人
が
付
く
と
は
い
え
、

合
議
決
定
が
な
さ
れ
て
い
た
場
合
は
尚
更
、
少
年
は
孤
立
無
援
の
感
を

強
め
、
裁
判
所
の
決
定
に
不
信
感
を
抱
く
こ
と
と
な
ろ
う
（
い
わ
ば
、

「
大
人
が
寄
っ
て
集
っ
て
こ
ど
も
を
ボ
コ
に
す
る
審
判
」と
思
う
で
あ
ろ

う
）。し

か
し
、
積
極
説
も
、
そ
の
主
張
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
よ
る
少
年

の
非
行
を
裏
付
け
る
証
拠
を
探
索
的
に
渉
猟
す
る
こ
と
を
戒
め
、
司
法

機
関
と
し
て
の
公
正
さ
を
疑
わ
し
め
る
よ
う
な
職
権
の
行
使
を
す
る
べ

き
で
な
い
と
し
、
付
添
人
が
居
な
い
場
合
に
は
勿
論
、
居
て
も
少
年
側

の
権
利
保
護
に
十
分
に
意
を
配
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で

22
）

あ
る
。

少
年
保
護
手
続
の
有
す
る
健
全
育
成
の
使
命
か
ら
し
て
、
非
行
が
あ

り
、
要
保
護
性
の
あ
る
少
年
に
対
し
、
早
期
に
適
切
な
保
護
を
与
え
る

こ
と
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
が
一
方
的
に
少
年
に
不
利
な
証
拠

の
取
調
べ
に
積
極
的
に
な
る
と
い
う
の
で
な
い
限
り
、
こ
の
問
題
は
積

極
に
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
但
し
、
検
察
官
関
与
事
件
に
つ
い

て
は
、審
判
に
検
察
官
が
公
益
の
代
表
者
と
し
て
関
与
し
て
い
る
ゆ
え
、

裁
判
所
は
捜
査
結
果
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
際
、
少
年
に
有
利
な
方
向

で
の
認
定
に
意
を
注
ぎ
、
よ
り
権
利
擁
護
機
能
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示

し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

⑶

本
決
定
で
は
、
抗
告
審
後
の
受
差
戻
審
が
、
検
察
官
か
ら
証
拠
調

の
申
出
の
あ
っ
た
実
行
犯
を
映
し
た
と
思
わ
れ
る
防
犯
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

を
用
い
た
実
験
映
像
Ｄ
Ｖ
Ｄ
及
び
取
調
警
察
官
の
証
人
尋
問
な
ど
を
必
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要
性
な
し
と
し
て
証
拠
調
を
全
く
行
わ
ず
に
不
処
分
と
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
第
一
次
審
判
及
び
第
一
次
抗
告
審
で
証
拠
調
は
尽
く
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
と
が
で
き
、
本
件
の
審
理
経
過
・
早
期
・
迅
速
処
理
が
要
請

さ
れ
る
少
年
事
件
の
特
質
か
ら
、
家
裁
の
合
理
的
裁
量
の
範
囲
内
で
あ

る
と
さ
れ
た
。

こ
の
点
、
流
山
事
件
決
定
の
評
釈
に
お
い
て
、
証
拠
調
の
範
囲
及
び

義
務
を
表
現
す
る
よ
り
も
、
自
由
心
証
の
許
容
範
囲
を
逸
脱
し
た
と
き

は
違
法
で
あ
る
と
す
る
見
解
が

23
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
流
山
事
件
決
定
に

お
い
て
団
藤
裁
判
官
が
補
足
意
見
を
述
べ
、
少
年
保
護
事
件
に
お
け
る

事
実
の
証
明
に
関
す
る
家
庭
裁
判
所
の
裁
量
は
、
自
由
裁
量
で
は
な
く

束
さ
れ
た
裁
量
で
あ
り
、
そ
の
措
置
が
一
定
の
限
度
を
逸
脱
す
る
と

き
は
、
法
令
の
違
反
に
な
る
と
の
一
般
論
を
前
提
に
、「
と
く
に
否
認
事

件
に
お
い
て
、
非
行
事
実
の
認
定
上
重
要
な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
目
撃
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
取
調
べ
る
場
合
」
に
は
少
年
及

び
付
添
人
に
対
し
、
立
会
及
び
反
対
尋
問
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
、
目
撃
者
二
名
の
供
述
が
「
も
っ
と
も
重
要
な
証
拠
で
あ

る
」
と
し
、
こ
れ
に
立
会
及
び
反
対
尋
問
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
こ

と
は
違
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
証
拠
調
の
範
囲
及
び
義
務

に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
補
足
意
見
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
解

釈
を
前
提
に
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
刑
事
事
件
に
お
け
る
証
拠

の
採
否
は
、
裁
判
官
の
自
由
心
証
を
基
底
に
し
た
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
官
が
全
証
拠
を
検
討
し
て
証
拠
の
評
価
を
し

た
上
で
決
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
当
否
は
問
題
と
な
っ
て
も
違
法

と
さ
れ
る
場
合
は
例
外
で
し
か
な
い
。
少
年
の
側
の
主
張
か
ら
、
重
要

な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
目
撃
者
に
つ
い
て
も
、
当
該
事

件
担
当
裁
判
官
が
、
全
証
拠
に
照
ら
し
、
こ
れ
を
取
調
べ
て
も
、
心
証

を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
た
以
上
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
恣
意

的
認
定
で
な
い
限
り
、
自
由
心
証
主
義
に
よ
り
許
さ
れ
た
範
囲
内
で
あ

り
、新
た
な
証
拠
調
を
し
な
く
て
も
違
法
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
を
本
件
受
差
戻
審
の
判
断
に
当
て
嵌
め
て
み
る
と
、
決
定

が
言
う
よ
う
に
、
検
察
官
が
取
調
べ
を
申
し
出
た
証
拠
の
う
ち
、
取
調

警
察
官
の
証
人
尋
問
は
す
で
に
第
一
次
審
判
で
行
わ
れ
、
実
験
映
像
Ｄ

Ｖ
Ｄ
も
第
一
次
抗
告
審
に
お
い
て
取
調
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
証
拠
を
取
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
次
抗
告
審
決
定
の
結

論
が
覆
る
蓋
然
性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
必
要
な
し
と
し
て
こ

れ
ら
の
証
拠
を
取
調
べ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
適
正
な
自
由
心
証
の
範
囲

と
も
言
え
よ
う
。

但
し
、
本
件
の
よ
う
な
抗
告
審
後
の
受
差
戻
審
に
お
い
て
は
、
別
の

観
点
か
ら
の
更
な
る
配
慮
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
平
成
一

二
年
改
正
に
よ
り
関
与
検
察
官
に
よ
る
抗
告
受
理
申
立
の
制
度
が
導
入
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さ
れ
、抗
告
審
で
少
年
側
に
不
利
益
な
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

山
中
事
件
上
告
審
判
決
で
あ
る
最
判
平
成
元
年
六
月
二

24
）

二
日
が
審
理
を

尽
く
さ
ず
有
罪
認
定
し
た
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
と
し
た
こ
と
に

留
意
す
れ
ば
、
受
差
戻
審
は
、
そ
れ
ま
で
の
審
理
経
過
を
見
る
だ
け
で

は
足
り
ず
、
少
年
の
実
効
的
参
加
の
権
利
や
少
年
事
件
に
お
け
る
適
正

手
続
の
点
か
ら
、
そ
の
主
張
を
十
分
に
審
理
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
も
の
で

25
）

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
配
慮
は
、
本
決
定
の
言

う
早
期
・
迅
速
処
理
と
い
う
少
年
事
件
の
特
質
か
ら
来
る
要
請
と
時
に

は
相
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
点
、
本
件
は
、
少
年
側
に
利

益
な
判
断
ゆ
え
、
早
期
・
迅
速
処
理
と
い
う
要
請
が
優
先
さ
れ
て
も
何

ら
問
題
は
な
か
っ
た
事
例
と
い
え
よ
う
。

三
、
第
一
次
抗
告
審
決
定
の
拘
束
力

⑴

本
決
定
は
、
第
一
次
抗
告
審
の
受
差
戻
審
に
対
す
る
拘
束
力
に
つ

い
て
、
破
棄
判
決
の
拘
束
力
に
関
す
る
八
海
事
件
第
三
次
上
告
審
判
決

を
先
例
と
し
て
引
用
す
る
。

同
判
決
は
、
破
棄
判
決
の
破
棄
の
理
由
と
さ
れ
た
事
実
上
の
判
断
は

拘
束
力
を
有
す
る
が
、
そ
の
破
棄
判
決
の
拘
束
力
は
、
原
判
決
に
対
す

る
消
極
的
否
定
的
判
断
に
つ
い
て
の
み
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
判

断
を
裏
付
け
る
積
極
的
肯
定
的
事
由
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
破
棄
の
理

由
に
対
し
て
は
縁
由
的
な
関
係
に
立
つ
に
と
ど
ま
り
、
な
ん
ら
拘
束
力

を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
旨
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
拘
束
力
を
持
つ

判
断
の
範
囲
に
つ
い
て
の
多
数
説
と
な
っ
て

26
）

い
る
。

消
極
的
否
定
的
判
断
に
限
定
し
て
拘
束
力
を
認
め
る
考
え
方
の
根
拠

は
、
積
極
的
肯
定
的
判
断
は
傍
論
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
、
破
棄
判
決
に

拘
束
力
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
事
件
が
限
り
な
く
上
級
審
と
下
級
審
と

の
間
を
上
下
す
る
こ
と
に
よ
る
遅
延
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り
、
上
級
審
に

対
し
て
、
下
級
審
の
裁
判
の
指
導
に
あ
た
ら
し
め
る
た
め
で
は
な
い
こ

と
で
あ
る
と
さ

27
）

れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
故
田
宮
博
士
は
、
事
実
上
の
判
断
に
つ
い
て
は

否
定
的
判
断
と
肯
定
的
判
断
と
が
一
体
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
法
律

上
の
判
断
に
つ
い
て
は
「
縁
由
｜
判
断
」
の
関
係
を
肯
定
し
う
る
と
し

て
も
、
事
実
上
の
判
断
に
つ
い
て
は
前
述
の
関
係
は
成
り
立
た
ず
、「
証

拠
｜
結
論
」の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
、
の
二
点
を
理
由
に
、「
事
実
点

の
拘
束
力
は
た
ん
に
否
定
的
判
断
ば
か
り
か
そ
の
裏
は
ら
を
な
す
肯
定

的
側
面
に
も
及
ぶ
ば
か
り
か
、
そ
の
縁
由
た
る
証
拠
状
態
に
も
及
ん
で

い
る
も
の
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
拘
束
力
か

ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
、
差
戻
審
で
は
新
し
い
証
拠
調
を
付
加
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
主
張
さ

28
）

れ
た
。
こ
の
判
例
に
は
従
来
、「
い
か
な

る
判
断
が
直
接
的
で
あ
り
、い
か
な
る
判
断
が
縁
由
的
な
も
の
な
の
か
、
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疑
問
が

29
）

残
る
」、消
極
的
否
定
的
判
断
に
必
須
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
と

こ
ろ
の
原
判
決
の
証
明
力
評
価
に
対
す
る
消
極
的
否
定
的
判
断
も
ま
た

拘
束
力
を
有
す
る
と
解
す

30
）

べ
き
、
と
い
っ
た
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
た

た
め
、
支
持
者
を
増
や
し
て

31
）

い
る
。

⑵

通
説
・
判
例
も
、
拘
束
力
が
、
そ
れ
ま
で
に
取
調
べ
ら
れ
た
証
拠

を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
差
戻
後
の
審
理
で
、
新
た
な
証
拠

調
を
し
た
な
ら
ば
、
拘
束
力
か
ら
の
解
放
さ
れ
る
も
の
と
し
て

32
）

い
る
。

ど
の
程
度
の
証
拠
調
を
要
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
同
一
証
拠
に
つ
い

て
、
と
も
か
く
新
し
い
証
拠
調
を
や
り
直
せ
ば
よ
い
（
前
に
取
調
べ
ら

れ
た
証
人
の
再
尋
問
で
足
り
る
）
と
す

33
）

る
説
、
控
訴
審
が
第
一
審
の
無

罪
判
決
を
破
棄
自
判
す
る
場
合
と
同
一
範
疇
の
問
題
で
あ
る
と

34
）

の
説
と

が
あ
る
の
に
対
し
、
故
田
宮
博
士
は
、
新
証
拠
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、

と
は
い
え
、新
し
い
証
拠
趣
旨
で
足
り
る
と
さ
れ
る

35
）

一
方
、「
新
証
拠
は
、

事
柄
の
性
質
上
無
罪
判
決
を
す
る
場
合
（
あ
る
い
は
無
罪
判
決
を
破
棄

し
た
上
訴
審
の
拘
束
力
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
場
合
）
と
有
罪
判
決
を

す
る
場
合
（
あ
る
い
は
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
上
訴
審
の
拘
束
力
か
ら

の
解
放
を
求
め
る
場
合
）と
で
は
、異
な
っ
た
も
の
と
な
る
」と
さ

36
）

れ
る
。

本
件
で
は
、
新
証
拠
を
取
調
べ
る
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
第
一
次
抗
告

審
の
拘
束
力
か
ら
の
解
放
は
な
く
、
受
差
戻
審
が
当
該
証
拠
を
取
調
べ

る
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
い
う
二
、
の
問
題
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
仮
に
、

当
該
証
拠
を
取
調
べ
た
と
し
て
も
、
第
一
次
審
判
な
い
し
第
一
次
抗
告

審
で
取
調
べ
済
み
の
証
拠
で
あ
っ
た
ゆ
え
、
同
一
証
拠
に
つ
い
て
新
し

い
証
拠
調
を
や
り
直
せ
ば
よ
い
と
い
う
見
解
に
立
つ
の
で
な
い
限
り
、

第
一
次
抗
告
審
の
拘
束
力
か
ら
は
解
放
さ
れ
え
な
か
っ
た
と
も
い
え
よ

う
。

四
、
終
わ
り
に

本
件
は
、被
害
者
が
偶
々
当
時
の
大
阪
地
裁
所
長
で
あ
っ
た
た
め
か
、

捜
査
機
関
は
事
件
解
決
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
画
質
に
問
題
が
あ
っ
て
映
っ

た
人
物
の
特
定
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
防
犯
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
映
像

の
ほ
か
は
、
供
述
証
拠
し
か
少
年
ら
と
犯
行
を
結
び
つ
け
る
証
拠
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
年
を
家
裁
に
送
致
し
て
し
ま
っ
た
、
い
わ
ば

典
型
的
な
冤
罪
事
例
と
も
言
え
よ
う
。

少
年
が
平
成
一
六
年
六
月
一
一
日
に
大
阪
家
裁
へ
送
致
さ
れ
て
、
平

成
一
九
年
一
二
月
一
七
日
に
不
処
分
と
の
第
二
次
家
裁
決
定
が
出
る
ま

で
三
年
半
年
。
平
成
一
二
年
の
法
改
正
前
で
あ
れ
ば
、
少
年
は
こ
こ
で

解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
更
に
検
察
官
か
ら
の
抗
告
受
理
申
立
に
よ
り
、

本
決
定
が
出
る
ま
で
実
に
四
年
の
月
日
が
流
れ
た
こ
と
に
な
る
。
少
年

事
件
の
特
質
で
あ
る
早
期
・
迅
速
処
理
の
要
請
と
相
反
す
る
結
果
と

な
っ
た
原
因
に
、
こ
の
抗
告
受
理
申
立
制
度
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
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否
め
ず
、
少
年
法
の
理
念
に
照
ら
し
て
同
制
度
の
妥
当
性
自
体
に
批
判

が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で

37
）

あ
る
。

本
決
定
が
、
原
決
定
を
破
棄
し
自
判
す
る
形
で
、
少
年
を
非
行
な
し

不
処
分
と
し
た
第
二
次
家
裁
決
定
を
確
定
さ
せ
、
長
期
化
し
た
審
理
に

終
止
符
を
打
っ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。
少
年
法
は
、
要
保
護
性

の
再
調
査
に
よ
る
保
護
処
分
決
定
が
必
要
な
場
合
の
み
な
ら
ず
、
本
件

の
よ
う
な
非
行
事
実
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
場
合
で
も
、
抗

告
審
に
よ
る
破
棄
自
判
を
認
め
な
い
た
め
、
少
年
が
一
々
家
庭
裁
判
所

へ
差
し
戻
し
て
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
制

度
的
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

38
）

あ
る
。

ま
た
、
田
原
睦
夫
裁
判
官
が
補
足
意
見
に
お
い
て
、
共
犯
者
と
さ
れ

る
Ｄ
と
そ
の
女
友
達
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
メ
ー
ル
解
析
に
よ
る
ア
リ

バ
イ
成
立
の
可
能
性
に
関
し
、
第
一
次
家
裁
決
定
及
び
第
二
次
抗
告
審

決
定
が
、
Ｄ
と
女
友
達
と
が
当
該
時
刻
に
会
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

の
間
に
Ｄ
が
犯
行
に
及
ぶ
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
と

判
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ア
リ
バ
イ
の
立
証
の
負
担
を
全
面
的
に
少

年
側
に
負
わ
せ
る
も
の
で
、
少
年
審
判
に
お
け
る
非
行
事
実
の
認
定
に

も
基
本
的
に
妥
当
す
る
、
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
と
の
刑
事
裁

判
の
原
則
に
背
馳
す
る
も
の
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
注
目
す
べ

き
と
い
え

39
）

よ
う
。
少
年
冤
罪
事
件
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
捜

査
機
関
の
心
証
を
「
引
き
継
い
で
し
ま
っ
た
」
か
の
よ
う
な
事
実
認
定

の
あ
り
方
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

（
１
）

高
松
高
決
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
八
日
家
月
一
四
・
四
・
二
二
七
、

東
京
高
決
昭
和
四
四
年
六
月
二
六
日
家
月
二
二
・
二
・
七
四
参
照
。
な

お
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
木
谷
明
「
非
行
事
実
の
認
定

に
関
す
る
証
拠
調
べ
の
範
囲
、
限
度
、
方
法
の
決
定
と
家
庭
裁
判
所
の

裁
量
」
ジ
ュ
リ
八
〇
七
号
（
一
九
八
四
年
）
七
二
頁
、
同
「
非
行
事
実

の
認
定
に
関
す
る
証
拠
調
べ
の
範
囲
、
限
度
、
方
法
の
決
定
と
家
庭
裁

判
所
の
裁
量
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇

昭
和
五
八
年
度
』（
一

九
八
七
年
）
三
六
四
頁
、
斉
藤
豊
治
「
少
年
保
護
事
件
に
お
け
る
非
行

事
実
の
認
定
」『
昭
和
58
年
度
重
要
判
例
解
説
』ジ
ュ
リ
臨
時
増
刊
八
一

五
号
（
一
九
八
四
年
）
一
九
〇
頁
。

（
２
）

浜
井
一
夫
ほ
か
『
少
年
事
件
の
処
理
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
』

司
法
研
究
報
告
書
四
八
輯
二
号
（
一
九
九
七
年
）
一
四
五
頁
。

（
３
）

同
前
注
・
一
六
九
頁
。

（
４
）

廣
瀬
健
二
「
少
年
保
護
事
件
抗
告
審
に
お
け
る
非
行
事
実
の
認
定
に

関
す
る
事
実
の
取
調
べ
」『
平
成
17
年
度
重
要
判
例
解
説
』ジ
ュ
リ
臨
時

増
刊
一
三
一
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
一
五
頁
。

（
５
）

刑
集
五
九
・
二
・
七
九
、
家
月
五
七
・
一
一
・
八
七
、
判
時
一
八
九

四
・
一
五
二
。

（
６
）

内
園
盛
久＝

西
岡
清
一
郎
「
少
年
保
護
事
件
に
お
け
る
非
行
事
実
の

認
定
に
関
す
る
職
権
証
拠
調
べ
の
範
囲
、
限
度
及
び
方
法
」家
月
三
六
・
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二
・
一
四
三
（
一
九
八
四
年
）
一
四
九
頁
以
下
、
長
島
考
太
郎
「
少
年

審
判
手
続
と
職
権
証
拠
調
べ
」『
少
年
法
｜

そ
の
実
務
と
裁
判
例
の
研

究
｜

』
別
冊
判
タ
六
号
（
一
九
七
九
年
）
一
六
五
頁
、
浜
井
ほ
か
・
前

掲
注
（
２
）・
一
八
八
頁
。

（
７
）

浜
井
一
夫
「
証
拠
調
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｜

職
権
証
拠
調
べ
の
範

囲
・
限
度
・
方
法
」『
家
庭
裁
判
所
家
事
・
少
年
実
務
の
現
状
と
課
題
』

判
タ
臨
時
増
刊
九
九
六
号
（
一
九
九
九
年
）
三
五
五
頁
、
同
「
職
権
証

拠
調
べ
義
務
の
有
無
・
範
囲
」『
少
年
法
判
例
百
選
』
別
ジ
ュ
リ
一
四
七

号
（
一
九
九
八
年
）
九
七
頁
。

（
８
）

内
園＝

西
岡
・
前
掲
注
（
６
）・
一
四
八
頁
、
浜
井
・
前
注
・
三
五
五

頁
。

（
９
）

浜
井
・
前
掲
注
（
７
）『
諸
問
題
』
三
五
六
頁
、
同
・
前
掲
注
（
７
）

『
少
年
法
判
例
百
選
』
九
七
頁
、
平
場
安
治
『
少
年
法
﹇
新
版
﹈』（
一
九

八
七
年
）
三
五
四
頁
。
な
お
、
適
正
手
続
の
保
障
の
趣
旨
を
強
調
し
、

原
決
定
の
理
由
の
重
大
な
撫
部
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
も
含
め

る
見
解
と
し
て
、
神
作
良
二
「
抗
告
申
立
書
に
お
け
る
抗
告
の
趣
意
の

明
示
」
前
掲
注
６
『
別
冊
判
タ
六
号
』・
二
〇
〇
頁
。

（
10
）

木
谷
明＝

家
令
和
典
「
証
拠
調
べ
の
範
囲
・
限
度
・
方
法
｜

流
山

事
件
」
前
掲
注
（
７
）『
少
年
法
判
例
百
選
』
九
五
頁
。

（
11
）

三
井
明
「
否
認
事
件
の
審
判
手
続
に
つ
い
て
」
最
高
裁
判
所
事
務
総

局
編
『
家
庭
裁
判
所
の
諸
問
題
下
巻
』（
一
九
七
〇
年
）
一
三
四
頁
、
長

島
・
前
掲
注
（
６
）・
一
六
三
頁
、
澤
登
俊
雄
「
少
年
審
判
に
お
け
る
非

行
事
実
認
定
の
意
義
」
荒
木
伸
怡
編
著
『
非
行
事
実
の
認
定
』（
一
九
九

七
年
）
二
八
九
頁
。

（
12
）

福
井
厚
「
少
年
審
判
に
お
け
る
非
行
事
実
の
認
定
（
上
）」
法
時
六
七

巻
七
号
（
一
九
九
五
年
）
一
四
頁
。

（
13
）

浜
井
・
前
掲
注
（
７
）『
諸
問
題
』
三
五
六
頁
、
内
園＝

西
岡
・
前
掲

注
６
・
一
五
〇
、
田
宮
裕＝

廣
瀬
健
二
編
著
『
注
釈
少
年
法
﹇
改
訂
版
﹈』

（
二
〇
〇
一
年
）
二
一
七
頁
、
平
場
・
前
掲
注
（
９
）・
二
一
七
頁
。

（
14
）

浜
井
・
同
三
五
七
頁
、
内
園＝

西
岡
・
同
一
五
〇
頁
、
田
宮＝

廣
瀬
・

同
二
一
七
頁
、
加
藤
学
「

否
認
事
件
の
審
判
」
斉
藤
豊
治＝

守
屋
克

彦
編
著
『
少
年
法
の
課
題
と
展
望

第
一
巻
』（
二
〇
〇
五
年
）
一
一
三

頁
。

（
15
）

田
宮＝

廣
瀬
・
同
。

（
16
）

守
屋
克
彦
「
非
行
事
実
の
認
定
と
少
年
審
判
」
前
掲
注
11
『
非
行
事

実
の
認
定
』
四
五
頁
。

（
17
）

浜
井
・
前
掲
注
（
７
）『
諸
問
題
』
三
五
七
頁
。

（
18
）

加
藤
・
前
掲
注
（
14
）・
一
一
四
頁
。

（
19
）

同
・
一
一
一
〜
一
一
二
頁
。

（
20
）

刑
集
四
四
・
七
・
六
三
九
、
判
時
一
三
六
六
・
一
五
八
、
判
タ
七
四

三
・
一
三
五
。

（
21
）

川
崎
英
明
「
補
充
捜
査
」
法
時
六
七
巻
七
号
（
一
九
九
五
年
）
二
三

頁
。
な
お
、
最
高
裁
家
庭
局
も
、
補
充
捜
査
に
つ
い
て
「
援
助
依
頼
に

よ
る
方
法
は
、
裁
判
所
に
事
件
が
係
属
後
、
警
察
を
し
て
新
た
に
捜
査

を
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、こ
れ
は
裁
判
所
の
中
立
性
に
鑑
み
、

一
般
的
に
適
当
で
な
い
」
と
し
て
、
消
極
説
に
立
っ
て
い
た
（
昭
和
四

四
年
三
月
全
国
少
年
係
裁
判
官
会
合
同
家
庭
局
見
解
・
家
月
二
一
・
一

一
・
五
一
）。
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（
22
）

浜
井
・
前
掲
注
（
７
）『
諸
問
題
』
三
五
六
頁
、
加
藤
・
前
掲
注
（
14
）・

一
一
三
〜
一
一
四
頁
、
田
宮＝

廣
瀬
・
前
掲
注
（
13
）・
二
一
七
頁
。
裁

判
所
の
中
立
性
や
公
正
さ
に
疑
問
を
抱
か
せ
な
い
方
策
の
提
言
と
し

て
、
荒
木
伸
怡
「
捜
査
と
心
理
の
充
実
を
求
め
て
」
前
掲
注
（
11
）『
非

行
事
実
の
認
定
』
三
二
三
頁
以
下
参
照
。

（
23
）

多
田
周
弘「
非
行
事
実
の
認
定
に
関
す
る
証
拠
調
べ
の
範
囲
、
限
度
、

方
法
の
決
定
と
家
庭
裁
判
所
の
裁
量
」
法
学
新
報
九
二
巻
五＝

六
号
二

五
一
頁
（
一
九
八
六
年
）
二
五
八
〜
二
五
九
頁
。

（
24
）

刑
集
四
三
・
六
・
四
二
七
。

（
25
）

正
木
裕
史「
少
年
事
件
に
お
け
る
受
差
戻
審
た
る
家
裁
の
事
実
取
調
」

法
セ
ミ
六
四
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
三
二
頁
。

（
26
）

平
場
安
治＝

高
田
卓
爾＝

中
武
靖
夫＝
鈴
木
茂
嗣
『
注
解
刑
事
訴
訟

法
（
下
）』（
一
九
七
七
年
）
二
五
頁
﹇
中
武
﹈、
渥
美
東
洋
『
全
訂
刑
事

訴
訟
法
』（
二
〇
〇
六
年
）五
〇
八
頁
、
土
本
武
司『
刑
事
訴
訟
法
要
義
』

（
一
九
九
一
年
）
四
四
九
頁
、
松
尾
浩
也
編
『
刑
事
訴
訟
法

』（
一
九

九
二
年
）
四
五
二
頁
﹇
佐
藤
文
哉
﹈
な
ど
。

（
27
）

木
梨
節
夫＝

船
田
三
雄
「
一

犯
行
と
被
告
人
ら
と
の
結
び
つ
き
に

関
す
る
原
判
決
の
事
実
認
定
に
不
合
理
な
点
が
あ
る
と
し
て
刑
訴
法
第

四
一
一
条
第
三
号
に
よ
り
破
棄
さ
れ
た
事
例

二

破
棄
判
決
の
破
棄

の
理
由
と
さ
れ
た
事
実
上
の
判
断
の
拘
束
力
の
有
無

三

破
棄
判
決

の
拘
束
力
を
有
す
る
判
断
の
範
囲

四

証
人
の
尋
問
終
了
後
に
作
成

さ
れ
た
同
人
の
検
察
官
調
書
と
刑
訴
法
第
三
二
八
条
」『
最
高
裁
判
所
判

例
解
説

刑
事
篇
昭
和
四
三
年
度
』（
一
九
六
九
年
）
三
二
八
頁
。

（
28
）

田
宮
裕
「
破
棄
判
決
の
拘
束
力
・
証
明
力
を
争
う
証
拠
（
八
海
事
件
）」

警
察
研
究
四
四
巻
五
号
（
一
九
七
三
年
）
一
一
〇
頁
以
下
。

（
29
）

光
藤
景
皎
「
八
海
事
件
」『
昭
和
43
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
臨

時
増
刊
四
三
三
号
（
一
九
六
九
年
）
一
五
一
頁
。

（
30
）

平
場
安
治
「
破
棄
判
決
の
拘
束
力
」
佐
伯
千

編
『
生
き
て
い
る
刑

事
訴
訟
法
』（
一
九
六
五
年
）
二
九
二
頁
。

（
31
）

小
田
中
聰
樹「
破
棄
判
決
の
拘
束
力
｜

八
海
事
件
」『
刑
事
訴
訟
法

判
例
百
選
﹇
第
５
版
﹈』
別
ジ
ュ
リ
八
九
号
（
一
九
八
六
年
）
二
三
一
頁
、

大
出
良
知
「
破
棄
判
決
の
拘
束
力
」
松
尾
浩
也＝

井
上
正
仁
編
『
刑
事

訴
訟
法
の
争
点
﹇
新
版
﹈』（
一
九
九
一
年
）
二
四
七
頁
、
白
取
祐
司
『
刑

事
訴
訟
法
﹇
第
５
版
﹈』（
二
〇
〇
八
年
）
四
四
六
頁
。

（
32
）

藤
永
幸
治＝

河
上
和
雄＝

中
山
善
房
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事

訴
訟
法
⑹
』（
一
九
九
六
年
）
四
〇
五
頁
﹇
原
田
國
男
﹈、
最
判
昭
和
二

六
年
一
一
月
一
五
日
刑
集
五
・
一
二
・
二
三
七
六
、
最
判
昭
和
三
〇
年

一
二
月
一
六
日
刑
集
九
・
一
四
・
二
七
九
七
。

（
33
）

岩
田
誠
「
差
戻
判
決
と
差
戻
前
の
訴
訟
手
続
の
効
力
〔
上
級
審
の
判

断
の
拘
束
力
の
問
題
を
含
む
〕」『
最
高
裁
判
所
重
要
判
例
解
説

刑
事

篇

昭
和
二
九
年
度
』（
一
九
五
七
年
）
三
二
二
頁
。

（
34
）

平
出
禾
「
破
棄
判
決
の
拘
束
力
」
法
曹
時
報
二
一
巻
七
号
（
一
九
六

九
年
）
一
九
頁
。

（
35
）

田
宮
・
前
掲
注
（
28
）・
一
一
一
頁
。

（
36
）

同
・
一
一
二
頁
。

（
37
）

正
木
・
前
掲
注
（
25
）・
一
三
二
頁
。

（
38
）

守
屋
克
彦「
少
年
事
件
の
受
差
戻
審
に
お
け
る
証
拠
調
べ
」『
平
成
20

年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
増
刊
一
三
七
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
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二
七
頁
。

（
39
）
「
最
高
裁
判
所
新
判
例
紹
介
」
法
時
八
一
巻
一
号
一
一
五
頁
（
二
〇
〇

九
年
）
一
一
六
頁
。
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